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国
民
健
康
保
険
制
度
は
昭
和
13
年
の
国

民
健
康
保
険
法
の
制
定
か
ら
始
ま
り
、
昭

和
36
年
に
は
全
て
の
市
町
村
で
国
民
健
康

保
険
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
各
市
町
村
等
が
運

営
主
体
（
保
険
者
）
と
な
り
、
万
が
一
の

病
気
や
け
が
の
時
に
安
心
し
て
医
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
被
保
険
者

（
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
）
が
普
段
か

ら
保
険
税
を
出
し
合
い
、
必
要
な
時
に
必

要
な
医
療
費
に
充
て
て
相
互
に
助
け
合
う

医
療
保
険
制
度
で
す
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る

人
は
、
他
の
医
療
保
険
（
健
康
保
険
組
合

（
企
業
等
）
や
協
会
け
ん
ぽ
等
）
に
加
入

し
て
い
る
等
の
適
用
除
外
規
定
に
該
当
し

て
い
る
人
以
外
は
、
必
ず
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
国
民
皆

保
険
制
度
）。

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
は
、
病
気
等
で
医

療
機
関
等
を
受
診
す
る
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
被
保
険
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
一
定
の
自
己
負
担
割
合
（
一
部
負
担
金
）

を
支
払
う
だ
け
で
必
要
な
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
部
負
担
金
以
外
の

医
療
費
は
、
各
医
療
機
関
か
ら
審
査
機
関

（
国
保
連
合
会
）
へ
請
求
さ
れ
ま
す
。
国

保
連
合
会
で
は
医
療
機
関
か
ら
の
請
求
内

容
を
審
査
し
た
後
、
各
医
療
機
関
へ
医
療

費
を
支
払
い
ま
す
。
保
険
者
は
国
保
連
合

会
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
医
療
費
を
支
払

い
し
ま
す
。

こ
の
支
払
に
必
要
と
な
る
資
金
を
市
町

村
等
の
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

か
ら
の
保
険
税
や
国
・
県
か
ら
の
負
担

金
・
補
助
金
、
そ
の
他
の
収
入
（
他
保
険

者
か
ら
の
交
付
金
等
）
に
よ
り
確
保
し
保

険
制
度
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
運
営
さ
れ
る
国

民
健
康
保
険
で
す
が
、
高
齢
化
の
進
展
や

医
療
ニ
ー
ズ
の
増
大
等
に
よ
り
毎
年
医
療

費
の
支
払
い
に
必
要
と
な
る
金
額
が
伸
び

続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
高
齢
者
や
所
得
の
低
い
方
が

国
民
健
康
保
険
に
は
多
く
加
入
し
て
い
る

状
況
で
あ
り
、
保
険
税
収
入
は
減
少
し
て

い
る
状
況
で
す
。

市
に
お
い
て
も
、
平
成
20
・
21
年
度
、

国
保
財
政
は
収
入
不
足
が
生
じ
、
基
金

（
貯
金
）
を
取
崩
し
て
補
っ
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度
に
つ
い
て
も
、
単
年
度
の
収

入
と
支
出
の
み
を
比
較
す
る
と
収
入
不
足

が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
で
は
平
成
21
年
度
か
ら

国
民
健
康
保
険
財
政
の
均
衡
を
図
り
安
定

し
た
運
営
を
す
る
た
め
に
、
国
保
税
率
の

改
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
本
年
度
も
、

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
へ
、
税
率
改

定
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
て
い
る
状
況
で

す
。

◎
次
回
は
、
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

か
ら
の
答
申
に
つ
い
て
お
伝
え
す
る
予

定
を
し
て
い
ま
す
。

制
度
の
概
要

運
営
に
つ
い
て

厳
し
い
運
営
の
続
く

国
民
健
康
保
険
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医療費を
支払う

医療費の審
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告し、医療
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